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フランスにおける
既存建築物の防火基準について
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参照法典

•建設住居法典
→公共建築物、高層建築物、戸建住居

について規定

•労働法典
→労働場所について規定

•環境法典
→特定施設について規定
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目的

•公共建築物→可能な限り迅速な避難

•高層建築物→区画防火

•戸建住宅 →救助を受けられない場合は

自力で非難できること
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ＥＲＰの定義

ＥＲＰとは : 
一般の人々が、無料または低額の寄付金に
よって自由に利用できる施設。一般の人々
のミーティングが開かれる場も含まれる（費
用の要不要は問わない）。
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種別 用途

J 障害者用構造物

L 会議室

M 店舗、大型店舗

N 飲食店

O 一般ホテル

P ダンスホール、ゲームセンター

R 学校

S 図書館

T 展示場

U 医療施設

V 宗教施設

W 行政施設

X 屋内スポーツ施設

Y 美術館、博物館
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ＥＲＰに対する基準

安全性についての基準

（すべてのＥＲＰに準用する）

+
各用途による規定
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ERPの規模による分類

• 第一種 : １,５００人超
• 第二種 : ７００人超 １，５００人以下

• 第三種 : ３００人超 ７００人以下

• 第四種 : ３００人以下（次項を除く）
• 第五種 :用途分類に該当する種別がなく

収容人数が３００人以下
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既存ERPの場合

・ 構造体の工事、土地形状の変更は
規則順守のもと行う

・ 新築工事と同じ基準に適合させる

・ 建設業者は特例を審査し、代替案を
提示しなければならない
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特例が認められる場合

例）３階以上のホテルにおいては

階段室を２ヶ所に設けなくてはならない

↓

ただし、技術的・経済的に困難な場合は
その限りでない
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安全委員会の構成

• 消防士、救助隊
• 国土開発省
• 内務省
• 地元の政治家

※安全委員会は、ＥＲＰの使用開始前に

設立することが求められている
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高層建築物の場合

・ 高層マンション :高さ５０ｍ超に適用

・ その他の高層ビル :高さ２８ｍ超に適用
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高層建築物に課される規則

• 区画避難
• 建設住居法典
• 類焼・延焼についての基準 :
２時間防火の区画、耐火基準

• 消防署から３ｋｍ以内に建築すること
• 防災センターの設置
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既存高層ビルの場合

工事には安全基準が適用される
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ERPと高層建築物における審査

建築確認の際に

安全委員会の意見が求められる
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ERPと高層建築物における
その他の審査

• ＥＲＰの新築、改築には技術審査委員会
の審査が必要

• 年次審査
• 安全日誌の義務
• 安全委員会による抜き打ち審査
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新築住宅について

１９８６年１月３１日法

救助が受けられない場合に

自力で避難できることを目的とした法令
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新築住宅について
４つの分類

グループ１

– 戸建住宅
» ２階建て以下

• グループ２
– 戸建住宅・共同住宅

» ４階建て以下
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•グループ３
–共同住宅（２８ｍ以下）
–避難梯子の長さや救助隊のアクセス
の関係でさらに分類

» ３ａ ７階建て以下
» ３ｂ ７階建て超

•グループ４
–共同住宅（２８ｍ超５０ｍ以下）

»避難出口等に関して厳しい要求
事項がある

新築住宅について
４つの分類
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新築住宅について
要求事項

• 床や間仕切壁の耐火性について
• 防火区画、断熱性能について
• 外壁や屋根の延焼防止性能について

• 水平方向、垂直方向の避難性について
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既存住宅の工事について

既存住宅の工事について

火災安全に関する法令はない

簡単な勧告のみ

遡及適用はない
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既存住宅

原則 :
安全レベルを下げず、可能であれば向上させる

例:
グループ２と３について、増築時には消防隊の
梯子が掛けられるようにする
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既存住宅の火災安全に関する議論

•２００５年夏、大量の死者を出す火災が連続し
て起こった。それらの多くが住人過剰の住宅で
あった。

•関係者のうちの２人が技術的提案を行った。
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ペルティエ、ドートルリング
の提案

•火災時の人間行動を考えることが重要であると
いうこと

•火災時の行動を市民に教育するキャンペーン
を何年もかけて行うということ

•住宅の所有者に対する啓蒙活動を行うこと
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その他の提案

議員からの報告書

住宅の用途に供する建物には煙感知器
の設置を義務付けるという内容
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さいごに

ＥＲＰの避難については、高齢者や身
体障害者への配慮をしていかなくては
ならない。

既存住宅についての議論は、まだまだ
深く掘り下げる必要がある。


